


序　　　　　文

　当機構は、インドネシア共和国の環境保全分野における課題と支援ニーズを把握し、戦略化され

たプログラムとして、今後の協力の可能性を検討することを目的として、平成19年２月18日から平

成19年３月10日まで、プロジェクト形成調査団を現地に派遣しました。本報告書は、同調査団によ

る現地調査結果をまとめたものです。
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　平成 19 年６月

独立行政法人国際協力機構
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第１章　調査の概要

１－１　調査の背景・経緯

　インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）は世界でも有数の森林保有国である。し

かしながら森林火災、違法伐採などのために森林資源は毎年減少を続けている。依然として森林

火災は深刻であり、火災に伴う煙害はインドネシアのみならず近隣諸国でも問題となっており、

根本的な解決が必要となっている。このような背景の下、インドネシア政府も独自に森林火災へ

の対策や荒廃地復旧のための植林事業「国家森林再生運動（GNRHL）」などを展開している

が、 森林資源の減少を食い止めるには至っていない。そのため国民生活への影響、森林資源を

基盤とする木材産業の衰退が懸念されている。

　また、 生物多様性保全分野において、 インドネシアは世界的に貴重な生物資源の宝庫といわ

れながら、森林資源などの減少により多くの動植物が絶滅の危機に瀕している。

　さらに、 経済危機以降の経済活動の復興と拡大、 ジャカルタ首都圏やその他都市域の人口集

中とともに、河川の汚濁や自動車増加に伴う大気汚染、大都市における廃棄物処理が問題と

なっている。これらの都市環境問題に対して、インドネシア政府の取り組みは十分な成果をあげ

ているとはいい難く、 法制度の不備及び執行力不足が、 適切な環境管理の遅れの一因となって

いる。特に 2001 年の地方分権化以降は地方政府に環境管理の義務と権限が委譲されているが、

地方政府の実施体制は予算や人材不足のため不十分であり、人材育成が急務となっている。

　自然環境保全、都市環境改善共通の課題として、環境保全に対する国民の意識の低さ、企業

のモラルの低さがあげられる。今後、 行政面での対策だけではなく、 環境教育を軸とした国民

の啓発や環境管理体制を組み込んだ企業活動の推進にも重点を置いた取り組みが必要とされてい

る。

　このような状況のなか、独立行政法人 国際協力機構（JICA）は、森林保全分野においては、

林木育種・マングローブ保全及び森林火災対策を重点的に協力実施してきた。また生物多様性

保全分野においては、生物多様性情報の整備及び国立公園管理などのプロジェクトを軸に実施

してきた。他方、都市環境改善分野においては、中央及び地方政府における環境管理、特に環

境モニタリングにかかわる人材育成に重点を置き協力を行ってきた。

　本調査においては、セクター分析を実施し、法の整備状況、行政の体制及び主要ドナーの戦

略を把握し、JICA が取り組むべき課題を抽出し有効な支援の方向性を検討することを目的とす

る。

（1）調査の実施方法

　　広範囲にわたる環境セクターを大きく 2つ（自然環境保全・都市環境改善）に分けて調査を

実施した。

1） 環境分野における、法制度をはじめとするインドネシア政府の取り組みについて情報収

集・分析を行った。

2） また環境セクターにおける他ドナー / 大学及び研究機関 / 非政府組織（NGOs）の協力動

向を把握し、より効率的な協力を実施するためにこれらの機関との連携の可能性を検討し

た。

3） 上記において環境課題への取り組みを分析し、今後の JICA の協力の可能性について検証

し取りまとめた。
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１－２　調査行程

　本調査は、2007年 2月 13日～ 3月 15日までの約1か月間にわたって実施した。調査日程は付

属資料５．のとおり。

１－３　調査団員の構成

　本調査団の構成は以下のとおりである。

調　査

国内準備作業（4日間）

現地調査（21日間）

帰国後国内作業（4日間）

2月 3月

▼

▼

▼

氏　名

宮崎　香

小野　茂

古田　正次

担当業務

協力企画

自然環境保全

都市環境改善

所　属

独立行政法人国際協力機構　アジア第一部

第一グループ　東南アジア第一チーム

ジュニア専門員

アジア航測株式会社　海外事業部　技術部長

株式会社テクノ中部　企画営業本部　副部長



－ 3－

第２章　自然環境保全

２－１　自然環境保全

２－１－１　森林区域の状況

　森林区域は自然環境保全の場として重要であるが、インドネシアの森林区域の概況は以下の

とおりである。

（1）森林区域面積

　　インドネシアの陸域面積は 1 億 9,225 万 7,000ha であり森林区域面積はその 62.6％に相当

する 1 億 2,035 万 3,104ha である。1

　　ただし林業省が国連食糧農業機関（FAO）に提出した森林の状況に関する報告書

「Indonesia Forest Resources and National Forest Inventory」（Harry Santoso、2003）によると、

インドネシアの公式の森林区域面積は、1999 年の法律第 41 号の森林法により、林業大臣令

によって決定されることになっている。

　　同報告書によると、その面積決定の仕組みは次のとおりである。

･  インドネシア政府は全国の土地利用計画のなかで森林区域を指定している。それは中央政

府の森林区域土地利用計画（FLUC）と呼ばれているが、この土地利用計画はあくまでも

中央政府の考えである。

･  これに対して地方政府が策定する土地利用計画がある。それが州政府の土地利用計画

（PSP）である。

･  林業省はこの 2 つの土地利用計画の調整を図ってきているが、まだその調整が終了して

いないために森林面積が明確になっていない州がある。

　　FLUC と PSP はインドネシア語の略称ではそれぞれ TGHK 及び RTRWP と呼称されてい

る。FLUCによる森林区域地域の確定の根拠は 1970 年制定の法律 33 号「森林計画法」であ

る。森林区域かどうかの判定には、統計資料や衛星画像が使用された。

　　係る事情により、全土の森林区域面積については単一の数字は存在せず、林業省森林・自

然保護総局（PHKA）が 2006 年に発行した「Conservation Areas in Indonesia」によると森

林面積の表現と数字は表２－１のように複雑になっている。

　　なお、上述のごとく林業省は森林区域面積の調査に衛星画像を活用しているが、

25万分の1の縮尺の自然資源地図も、インドネシアの地理院にあたるインドネシア測量・地

理院（BAKOSURTANAL）の Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat（Center for Natural Land

Resources Surveys）との協力で衛星画像などを基に作成している。

注1）インドネシア林業省のWEBサイトに掲載されているData Makro Kehutanan上の数字。
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表２－１　インドネシアの森林面積

算定方法

Based on synchronization of

Forest Land Use by Consensus

(FLUC) and Provincial Spatial

Planning (PSP)

Based on the Designation of

Forest and Waters Ecosystem

(24 main provinces) and

synchronization of FLUC-PSP

(North Sumatera, Riau and

Central Kalimantan)

Based on the Designation of

Forest and Waters Ecosystem

(24 main provinces) and FLUC

for three provinces (North

Sumatera, Riau and Central

Kalimantan)

Based on the Forestry Ministe-

rial Decree concerning Desig-

nation of Forest and Waters

Ecosystems for 24 Provinces

(excluded eight provinces i.e.

North Sumatera, Riau, Riau

Islands, Banten, Central

Kalimantan, Gorontalo, North

Maluku, and West Irian Jaya

still in the process)

算定方法（和訳）

・FLUCと PSPの調整結果

・林業大臣が制定した24州

の森林及び水域エコシス

テムの面積及び

・北スマトラ、リアウ、中央

カリマンタン FLUC と

PSPの調整結果の合計

・林業大臣が制定した24州

の森林及び水域エコシス

テムの面積及び

・北スマトラ、リアウ、中央

カリマンタンのFLUC面

積の合計

・林業大臣が制定した24州

の森林及び水域エコシス

テムの面積から北スマト

ラ、リアウ、リアウ諸島、

バンテン、中央カリマン

タン、ゴロンタロ、北マル

ク、西イリアンジャヤの

数字を除いた面積

面　積

±120.35 百万 ha

± 126.83 百万 ha

± 136.72百万 ha

± 108.34百万 ha
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（2）国立公園の歴史

　　インドネシアの国立公園の歴史は比較的新しく、1980 年に最初の 5 か所の国立公園

（Gede Pangrango、Mt.Leuser、Ujung Kulon、Baluran、Komodo）が当時の農業大臣によって

指定された。ただし、この時点では国立公園の法的意義は明確ではなく、それが法律上明確

にされたのは、1990 年の「生物資源及び生態系保全法」（1990 年法律第 5号）制定からであ

る（佐山専門家、2005 年）。この法律第５号によりインドネシアに近代的な国立公園制度が

確立したといえよう。国立公園の分布は、付属資料１．に示す。

　　国立公園の数はここ 3、4 年で 10 か所増加し、計 50 か所となった。近年公園数が急激に

増加した理由のひとつとして考えられるのは次の点である。

・ 森林・自然環境破壊が進み、その進行を抑止するためには、生態的に重要な地域には、ま

ず保護区という網をかぶせる必要がある。

　　林業省は、インドネシア環境省（KLH）との連携によって生物多様性条約（Convention on

Biodiversity）に基づいたインドネシア生物多様性行動計画（BAPI）と後継のインドネシア統

合生物多様性戦略・行動計画（IBSAP）を策定しているが、このことも保護区管理に力を入

れる要因のひとつと考えられる。

２－１－３　森林の減少

　林業省が対外的に発表した論文（Wahjudi ＆ Maspipatin、2002及びWandojo & Wahjudi 2005）

によれば、広大な森林資源を利用する林業は、外貨の獲得では石油とガスに次ぐ重要な産業で

あったが、森林減少速度は 2000 ～ 2003 年の間に、年間 160 万 ha から 210 万 ha へと加速してい

る。

　また、インドネシアの陸域では世界の約 20％に相当する約 32 万 5,000 種の野生生物が生息・

生育している。ところが、野生動植物の生息・生育環境である熱帯林や湿地などは、人口増な

どによる農業開発や商業的伐採、あるいは森林火災などのため減少しつつあり、また貴重な種

のなかにはペットや観賞目的の捕獲のために絶滅の危機に瀕しているものもある（佐山専門家、

2005 年）。生物多様性の減少は、生態系のバランスを崩すだけでなく、医薬品の原材料など潜

在的資源を破壊する可能性を内包している。

　森林に関する課題については次の章で詳述するが、インドネシア政府、特に林業省は森林火

災や違法行為が主原因の森林減少という問題を抱えており、1999 年から始まった地方分権化は

こうした問題の解決をより複雑にしている。持続的な森林資源利用が不可能になると、地域の

みならずインドネシア全体の発展が阻害される。

　インドネシアの森林資源の劣化とそれに伴う社会経済的損失は、インドネシアの国家として

の安定性を揺るがす問題と認識されてインドネシア支援国会合（CGI）も着目し、様々なドナー

やNGOが問題解決を支援するために活動してきた。日本政府も主にJICAを通じて林業省に対す

る協力を多分野で実施してきている。
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第３章　自然環境保全分野におけるインドネシア政府の取り組み

３－１　基本方針

　インドネシア政府の取り組みを、既に公表されている文献からまとめると次のとおりとなる。

３－１－１　国家方針

　「インドネシア国家中期開発計画（RPJM）2004 ～ 2009」は第 32 章「Improving Management of

Natural Resources and Conservation of Functions of the Natural Environment」3 で森林と自然環境分

野に関する方向性を示している。

　その内容を整理すると自然環境保全分野に関するインドネシア政府の目標は次の5項目に要約

される。

･持続的資源利用

･官側内部での意識と理解の統一と連携強化

･資源管理への地域住民の参加促進

･管理能力強化

･情報の利活用

３－１－２　林業省の５か年計画

　RPJMに対応する林業省の 2005 ～ 2009 年の 5か年の計画 The Ministerial/Institutional Strategic

Plans (RENSTRA-KL) of Forestry Department 2005 ～ 2009 では林業省の方針を次のとおり規定し

ている。4

･違法伐採と違法貿易の撲滅

･林業特に林産業の復興

･森林資源の復興と保護

･地域住民の生活の向上5

･林業区域の確定

･上記 5 方針の実行を支援する活動

　これらの林業省の方針を分析すると次のことがいえよう。

（1）林業省の意識の変革

　　違法伐採、森林資源保護そして森林資源の活用は林業省であるから当然であるが、「地域

住民の参加による森林管理」を掲げたのは、地域住民に配慮しない限り森林資源は適切に

管理できないという状況を林業省が認識している証拠である。

（2）基本的な Capacity Building の必要性

　　６番目の方針「上記 5 方針の実行を支援する活動」には 17 種類の活動項目が列記されて

いるが、うち 15 種類は「計画策定」「研究開発」「ガイダンス整備」「標準化」「情報整備」

注3）32章の概要は付属資料２．に抜粋した。

注4）RENSTRA-KLの林業省方針と活動内容は付属資料２．に記載した。なお、この計画書は英訳されたものを入手し、それを和

訳したが、英訳された語句からは正確な意味が掴みづらい箇所は元の英文も併記した。

注5）英語原文は「Empowering economics of community living inside and surrounding the forest」。



－ 8－

「組織制度の整備」「モニタリング」などいずれも官庁として必要な事柄や能力である。

　　これらの実施が不十分なためにDevelopment や Strengtheningという言葉を用いて改善、

強化の必要性を訴えている。ここに技術移転のニーズがある。

３－２　法制度

３－２－１　法令の種類とレベル

　まずインドネシアの法令のレベルは、PHKA 総務部の説明では現在では表３－１のとおりと

なっている。

表３－１　インドネシアの法令体系

３－２－２　林業、自然環境保全に関係する法令

　林業省についていえば、その活動の基本となるのは森林法であるが、これは 1967 年に法律第

5 号として制定され、1999 年に法律第 41 号として改正された。

　2005 年の佐山専門家の専門家業務完了報告書に基づくと、以下の点が指摘できる。

･  森林法には、基本原則、森林の類型が定められている。

･  1999 年の改正法では、森林管理に関する目的などの一般条項、管理のための森林の分類・

機能、森林管理の計画、運営、監督、関係者などの基本原則が多岐にわたり規定されてい

る。

･ 加えて、従来、曖昧であった地域住民の森林保全への参加と権利の保護が明確に定めら

れ、地方自治発展のなかで森林・林業に関する諸政策を効果的に実施するため、それらの権

インドネシア語

Undang Undang Dasar

(UUD)

Undang-undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden

(PerPres)

Keputusan Presiden

(KepPres)

Instrucsi Presiden

(InPres)

(Keputusan Presiden)

Peraturan Menteri

(PERMEN)

Peraturan DIRJEN

Peraturan Direktur

英訳 /和訳

Constitution　憲法

Law　法律

Government regulation

政令

Presidential regulation

大統領令

大統領決定

Presidential instruction

大統領告示

Ministerial regulation

省令 /大臣令

Regulation of DG

総局長令

Directorate regulation　

局長令

備　考

幅広く住民、国民、国家機関等

の権利義務を規定　副部長

高官任命、予算執行等

行政機関のみを拘束する規定

以前はSurat Keputusan （SK）

Menteri

Echelon Iレベル

Echelon II レベル
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限の一部を地方政府に移譲している。

　森林、自然境保全、生物多様性そしてこれらに関連する地方分権化関連法令を整理すると表

３－２のようになる。

　2004 年 12 月時点までの森林自然保護に関する法令は、Peraturan Perundan-Undangan Bidang

Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamとしてPHKAから出版されており、さらに自然資源及び

生態システムの保護（Konservasi Sumver Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya）に関する法令集も

JICAの協力により 3分冊で発行されている。最近の法令の整理にあたっては、PHKAの総務部

に上記法令集を示して、法令集編纂後に発行された法令の有無を確認したが、法令集が一番新

しいとの説明があった。6

３－２－３　法令に関する課題

　林業省 PHKA の Directorate of Investigation and Forest Protection における聞き取り調査では、

地方分権化以降、中央と地方の法律や決定に矛盾があり、現在その矛盾の洗い出しを内務省が中

心となって実施しているとの説明を受けた。本件について文献調査を行った結果、森林管理に関

する法令に関しては下記のとおり種々の矛盾や課題があることが確認された。

（1）地方分権化に伴う混乱と矛盾

1） 国際林業研究センター（CIFOR）が 2005 年に発行した "Life after Loggin -Reconciling

Wildlife Conservation and Production Forestry in Indonesia Borneo"には、政府の森林政策へ

の提言がある。その提言のなかに、次の記述がある。

･  森林に関してインドネシアで発布されている法令の多くは、科学的、技術的知識に十

分立脚せず、急いでつくられたものが多い。

･  例えば、2003 年発行の林業大臣令第 162/kpts-II/2003 では、自然林の皆伐（Clear

cutting）は認められると規定されているが、この規定はそれ以前の法令と矛盾する。

2） 2004 年に PT.Primakelola Agribisnis Agroindustri が JICA インドネシア事務所のために

作成した“Identification of Strategic Approach to Redesign the Programme on Forestry" にも

中央と地方の法令に矛盾があるとして、次のような具体例をあげている。

･  過去3年間に、税金と懲罰について3,510本ものDistrict単位の法律が発行された。そ

のうちの 3,312 本は見直され、見直された法律のうちの237本は破棄されるよう勧告

された。7本の法律はDistrict政府によって破棄され、108本の法律は内務省によって

取り下げられた。

3） アジア経済研究所の調査研究報告書「インドネシアの地方分権化と環境管理」（小島専

門家、2006年）は、十分な環境行政を担う能力が形成されていないにもかかわらず権限が

移譲されたため混乱を招き、環境問題が深刻化していると説明している。

4）  元林業省計画局長のWandojo 氏と元林業省大臣官房長Wahjudi 氏が CIFORのために執

筆した報告書「Decentralization of Forestry Sector: Indonesia's Experience」（Wandojo &

Washudi,2005）には現行法令の問題について以下の説明がある。

注6）2006年には省令No.56「Guideline for National Park zoning」が制定されているので、この説明はこうした事実と異なるところ

があり、再度確認が必要である。
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･  1999 年発行の地方政府の権限に関する法律第 22号の問題点：

この法律は前政権の崩壊に続く移行的な環境のなかで急いで行われたため、不完全

であり不正確である。

･  法律第 22 号と、1999 年制定の法律第 41号（森林法）の矛盾：

基本的に、法律第 22 号は、外交、国防、国家安全保障、司法、財務と通貨にかかわ

ること以外は地方政府がすべて行政権をもつことを認めているのに対し、法律第

41号は森林、自然資源保護そして標準化を含む自然資源の利用は中央政府の責任であ

るとしている。

　　中央と地方の森林自然に関する理解の違いについてはインドネシア政府の中期計画のな

かでも「政府内部での合意形成及び権限と責任の明確化」や「国と地方の様々なレベルで

自然環境の管理についての連携を強化する」として、整理と調停が必要な事項としてあ

げられており、早急な対応が求められる事項であることが分かる。

　　さらに、EUが実施中の森林法執行・ガバナンス・貿易（FLEGT）プロジェクトでもそ

の活動の一部に各種法令の妥当性の検討が含まれており、法令の混乱が林政の課題のひ

とつであることが分かる。

（2）インドネシアの慣習と現行法令との不一致

　　地方分権化に伴う混乱とは別に、インドネシアでは慣習と現行法令の不一致という問題も

存在する。森林区域の確定に係る問題について述べた国際アグロフォレストリー研究セン

ター（ICRAF）の論文「Getting the boundaries right - Indonesia's Urgent Need to Redefine its

Forest Estate」は、インドネシアの森林地域の設定についてはこれまで十分な注意が払われ

ておらず、林業行政のためには、まず森林地域の明確化と、さらに明確になった森林地域を

守るべきであると主張している。この問題提起の背景として説明されているのは次の事項で

ある。

･  インドネシアは今まで全国を統一する唯一の土地保有権の概念をもっていない。

･  オランダの統治時代、2つの土地保有システムが並存していた。インドネシア人は自分た

ちの世界で認められている慣習Adat7を基にしたシステムを使い、オランダ人は西洋の土

地保有システムを導入した。

･  最初の森林法は土地所有権法の前に 1863 年に発行された。この法律は林業省に、天然

林、林地そして森林労働者に関する権限を与えた。

･  Adat の土地保有システムは、まだオランダの勢力の及んでいない地域だけで尊重されて

いた。

･  1883 年に最初の土地保有法が制定された時、森林法の見直しは行われなかった。

･  独立後、Adat 土地保有システムは法律のベースとなった。その結果、Adat のシステムが

及ぶ土地は私有地とみなされた。

･  1967 年に森林法をつくった際、インドネシアの林業関係者の頭のなかにはまだオランダ

の森林法の概念が残っていた。この法律ではAdat の森林は国有地とみなされ、Adat によ

注7）Adatとはインドネシアの地方ごとに昔からあるしきたり、慣習で、このしきたりが地域の農業、宗教行事、婚姻、法的事項、

政治、そして芸術に深く関与している。
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る土地や資源への権利は正式なものとは認められず、Adat による森林管理も正当のもの

とは認められなかった。

･  1999 年に森林法は改正されたが（UUK41/1999）土地保有権についてはほとんど見直され

ていない。この新法では Adat によって管理された森林を新たに区分したが、あくまでも

林業省が管理する国有林内の区画としての位置づけである。

　　上記の指摘は、現行の林業政策がインドネシアの伝統的土地管理システムである Adat を

無視して行われていることを説明するものである。
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３－３　実施体制

３－３－１　林業省の組織

　まず林業省には、図３－１が示すように、事業部門としては次の３つの総局がある。

･PHKA

･林業省森林復旧社会林業総局（RLPS）

･生産林総局

　３総局の横には、計画担当の林業省林業計画・事業庁（BAPLAN）と、研究開発担当の林業省

林業研究・開発庁（FORDA）の 2 部局がある。

　自然環境保全に関してはいずれの部局も関係しているが、直接関係があるのは PHKA であり

次に RLPS である。

　林業省の職員数は、表３－３のとおり 2005 年 12 月時点では、総数 1万 5,548 人。このうち、

上記 5 部局に所属する職員は 3,489 人、地方の事務所勤務が 1万 2,059 人となっている。表のな

かで目を引くのはLitbangすなわち研究開発部門の人数が多いことである。研究開発部門は所長

がジャカルタの林業省本部におり、ボゴール市に主要施設があるが、ジャカルタとボゴールを合

わせた職員数は 651 人、地方勤務の職員が 890 人である。事務職も含めたすべての職員数では

あるが、合計すれば林業省の職員の約１割が研究開発部門に配属されていることになる。

３－３－２　保護区の管理体制

（1）管理事務所の種類

　　保護区の管理体制は次のとおりである。（佐山専門家、2006年）

･  各保護区の管理については、①現地に管理事務所がある国立公園、②それ以外の国立公

園、③国立公園と森林公園を除く保護地域、そして④森林公園それぞれに形態が異な

る。

･  国立公園の管理については2002年の林業省令により、1997年以前に指定されていた34の

国立公園の事務所は管理職等級 III（IV 級より 1 級上）の所長がいる国立公園管理事務所

（Balai Taman Nasional）となった。

･  国立公園管理事務所の職員数は、小さな事務所で 30～ 40人、大きな事務所では 150名以

上となり、保護区と管理課のほかに、技術スタッフなどの作業グループと森林警察官

（POLHUT)を擁している。

･  1997年以降に指定された新しい7か所の国立公園については国立公園管理事務所がなく、

国立公園管理事務所と同様に林業省の下部機関（組織上は PHKA 総局長の下）の自然資

源保全事務所（Balai Konservasi Sumber Daya Alam: BKSDA）が管理する形態をとってい

る。8

･  森林公園は、地方分権により管理権限が州に委譲され、州の機関である Dinas Kehutanan

により管理されている。

･  国立公園と森林公園以外の各種保護地域については、BKSDAあるいはUNIT KSDA9が管

理している。

注8）Balaiとは事務所という意味である。

注9）インドネシアの官庁の管理職の等級（eselon）は総局長の等級Iから課長クラスの等級4まで4段階に分かれている。Balaiの

所長は等級3であるのに対して、UNITの所長は1つ低い等級4である。
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　　5 か年計画のなかの主要な活動のなかに、持続的森林管理の強化の手段のひとつとして

Forest Management Unit の開発があげられている。PHKAの職員によると、このUnit とは、

森林管理をこれまで以上に地域ごとに行うという思想から生まれたものであるが、その内

容については林業省内でいまだ確固たるイメージができあがっていないようである。

　　またボゴール農科大学で得た情報によると、このUnit の開発のためにランポン、バリ、ロ

ンボック、ラウ島、バンジャルバルでパイロットプロジェクトが実施されている。

（2）森林犯罪取り締まりへの対応

　　林業省には森林犯罪を取り締まるためにPOLHUTという組織がある。POLHUTには捜査

権はなく、逮捕した容疑者は地元の警察に引き渡していた。ところが地元警察のなかには

森林犯罪者とつながりがあることもあり、実際の処罰がなかなか行われないことから、林

業省では文民捜査官（PPNS）という職員を任命して配置するようになった。このPPNSとい

う制度は林業省だけでなく、KLH でも環境汚染を引き起こしている業者の摘発などにも用

いている。PHKA の Directorate of Forest Investigation and Protection は、以前は Directorate

of Forest Protection であったが、犯罪取り締まり強化の意味も含めて「Investigation」という

言葉が組織名に加えられた。同 Directorate の説明によれば、PPNS の導入の成果は着実に

上がっているが、地元の警察から強い抵抗もあり、この制度の継続は予断を許さないとのこ

とである。

　　なお、違法伐採という問題に関しては、森林管理に関する法令が十分整理されていない

という課題があり、法制度の項目で述べたとおり現在矛盾点の洗い出し作業が進められて

いる。

３－３－３　管理計画

　国立公園管理計画は森林総合計画に基づく地域森林計画の下に位置している。計画書の内容は

次のように定められている。

Book I：国立公園管理計画

内容は目標像、管理政策、行動計画、資金計画、スケジュール、結論

Book II：データ解析

現況（地誌、動植物、ツーリズムポテンシャル、社会経済文化的状況公園の管理

状況）、林業政策、地域計画の状況、解析及び予測、行動計画の代替案及び予測、

選択された計画

Book III：サイトプラン

資料（ゾーニング図、計画図、スケッチ、イメージ図等）

　国立公園内のゾーンについては、1998 年の政令第 68 号「自然保全地区及び保護地区に関する

政令」により、コアゾーン、利用ゾーン、Wilderness ゾーン、その他のゾーンの 4種類であるこ

とが決められている。この政令に基づき、2006年に「国立公園のゾーニングに関するガイドライ

ン」が林業省の省令第 56/Menhut-II/2006 として発行された。

　管理計画やゾーニングの作成にはドナーや大手のNGOの支援がかなり入っている。特にコモ

ド国立公園における The Nature Conservancy の活動、カリマンタンにおける世界自然保護基金

（WWF）の活動はよく知られている。
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　2006 年 10 月現在の策定状況は次のとおりである。母数は 50 である。

管理計画　　　　原案作成済 38 （うち、承認済みは 27）

　　　　　　　　原案未作成 12

　　　　　　　　見直し中 10

ゾーニング計画　原案作成済 24 （うち、承認済みは 22）

　　　　　　　　原案未作成 26

　　　　　　　　見直し中 4

　計画策定後のモニタリングの実施状況については、現在ベースラインデータを作成中である

とのコメントが林業省職員からあったが、それ以上明確な情報は得られなかった。

３－３－４　PHKA の予算

　PHKA の総務部から提供された 2004 ～ 2007 年の予算額は次のとおりである。

2004 年： 2,930 億 5,877 万 3,000 ルピア

2005 年： 4,933 億 2,066 万 8,000 ルピア

2006 年：  6,503 億 1,039 万 5,000 ルピア

2007 年： 1兆 5,881 億 4,955 万 3,000 ルピア

　この総額でみる限り、PHKAの 2007 年の予算は 2004 年予算の約 5倍以上である。さらに、植

生回復事業のために臨時の職員を 1,500 名雇用する計画もあるとのことである。

　本来実施しなければいけない事業の規模が分からないため、予算が十分あるかどうかは不明で

あるが、少なくとも決定的に足りない状況にはないと判断された。
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３－４　人材育成

３－４－１　人材育成の必要性

　1999 年の民主化以来、森林と保護区の管理にあたっては、地域社会について十分な配慮をす

る必要性が増してきた。森林に関する犯罪も、業者が協同組合に化けて伐採権を取得するなど

複雑化しており、取り締まる側の林業省ではそうした事態に対応するための知識を身につける

必要がある。

　一方において、林業省では情報の整理、活用のための仕組みづくりを行っており、従前より短

時間での情報処理が求められていることから、職員はこうした職場環境の変化に対応した知識

を身につける必要もある。

３－４－２　林業省の訓練制度

（1）現在の訓練制度

　　林業省には、職員の教育訓練のために、林業教育研修センターがボゴールにあり、2007年

のプログラムによれば、表３－４と表３－５に示す分野についての講義、訓練が行われて

いる。訓練施設はボゴール以外にもある。

（2）School of Environmental Conservation and Management （SECM）

　　1996 年まではオランダの援助で SECMという教育コースがあり、インドネシアだけでな

く外国からも研修生を招いて、環境保全の教育が行われていた。現在の国立公園の所長のお

よそ8割がこのコースの受講者とのことである。この講座はオランダが援助を停止してから

現在まで再開されていない。近年、韓国国際協力団（KOICA）が援助の意向を示している

が、その規模は小さく、同センターの所長からは日本からの援助を期待する発言があった。

（3）その他の研修の機会

　　林業省の外部での学習・訓練の機会としては、大学での学位取得があるが、より実務的経

験を身につける仕組みとして NGO への出向がある。

　　PHKA で優秀と目される職員のなかには、WWF、コンサベーション・インターナショナ

ル（CI）など大手の NGO に 2、3 年出向し、そこで林業省の外からの視点で実務経験を積

んでくる者がいる。出向期間中林業省の給与支給は停止されるが、NGO から月額 1,000 ～

1,500 米ドルの給与が支給されるため生活が不安定になることはない。PHKAでは視点が異

なる世界を経験させるという観点からNGOで働くことを奨励しているという見解を聞いた

ことがあるが、正式な場での発言ではないのでその真偽は不明である。
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表３－４　林業省林業教育研修センター　教育分野（その１）

分　野

Diklat Prajabatan

Diklat dalam Jabatan

Diklat Kepemimpinan

Diklat Teknis

Diklat Teknis Bidang

Perencanaan

Diklat Teknis Bidang

Pemanfaatan

Diklat Teknis Bidang

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Diklat Teknis Bidang

Konservasi Sumber Daya

Alam Hutan dan

Ekoistemnya

Diklat Teknis Bidang

Perlindungan dan

Pengamanan Hutan

Diklat Teknis Bidang

Administrasi dan

Kepemimpinan

Diklat Fungsional

Kewidyaiswaraan

Teknisi

Fungsional PEH

(Pengendali Ekosistem

Hutan)

Fungsional Polisi

Hutan

Fungsional Penyuluh

Diklat Masyarakat

Diklat Masyarakat

bidang Perencanaan

Diklat Masyarakat

bidang Pemanfaatan

分野（英訳）

Pre official position Training

Official Position Training

Leadership Training

Technical Training

Technical Training Planning

Sector

Technical Training of

Utilization Sector

Technical Training of Land

and Forest Rehabilitation

Sector

Technical Training of Forest

Resources Conservation and

its Ecosystem

Technical Training of Forest

Protection and Preservation

Sector

Technical Training of

Administration and

Leadership Sector

Functional Training

Recruitment from govern-

ment staff (at middle level) to

high level official position

Technician

Forest Ecosystem Controller

Functional

Forest policy

Trainer Functional

Community Training

Community Training of

Planning sector

Community Training of

Utilization sector

分野（和訳）

任官前訓練

任官後の訓練

リーダーシップ訓練

技術訓練

計画分野

森林利用分野

土地森林復旧分野

森林資源及びその生

態系の保全

森林保護と保存分野

管理とリーダーシッ

プ

昇　進

技術者（大卒未満）

森林生態系

森林管理方針

訓　練

計画分野の地域での

訓練

講座数

2

2

20

23

49

18

15

30

1

1

2

3

6

1

7
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分　野

Diklat Masyarakat

bidang Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Diklat Masyarakat

bidang Konservasi

Sumber Daya Alam Hutan

dan Ekoistemnya

Diklat Masyarakat

bidang Perlindungan

dan Pengamanan Hutan

分野（英訳）

Community Training of Land

and Forest Rehabilitation

Sector

Community Training of

Forest Resources

Conservation and its

Ecosystem

Community Training of

Protection and Preservation

Sector

分野（和訳） 講座数

24

6

6

３－５　荒廃地対策

　林業省がWEBサイトで公表している資料によれば、インドネシアの荒廃地の面積は、7,401万

2,000 ha である。

　同様にWEBサイトでの公表資料によると、土地復旧（Land Rehabilitation）と植林（Reforestation）

の状況は次のとおりである。

・2001 ～ 2005 年の土地復旧の合計面積

・森林地域内：5 億 2,528 万 4,000ha

・森林区域外：93 万 8,648ha

・2001 ～ 2005 年の植林事業の合計面積：48 万 6,202ha

・2001 ～ 2005 年のマングローブ地帯の植林・復旧事業面積：1 万 9,918ha

　World Agroforestry Center（ICRAF）の論文「Getting the boundaries right Indonesia's urgent need

to redefine its forest estate」（Fay, C.）によれば、1997 ～ 2000 年の間に、スマトラの Lampung

州では、保護区における森林伐採は倍加し、森林復旧プログラムは失敗したと主張している。

失敗の証拠として、村民が保護区に作物を植えることや、アグロフォリストリー的な使い方を

していることをあげている。さらに、国立公園地域の半分近くが自然林ではないとも主張して

いる。

　今回の調査期間中に林業省の RLPS で面談できた職員は、新任の総局付総務部長だけであっ

た。着任間もないこともあり、同人からは荒地対策についての現状説明は得られなかった。こ

のため荒廃地対策については、追加の調査が必要である。

３－６　森林火災対策

３－６－１　現　状

　森林火災の防止と火災への対応は、林業省の 5 つの方針のうちの「Rev i t a l i z a t i o n  a nd

Conservation of Forestry Resources」の 1 項目としてあげられている。

　森林火災は、近隣諸国への影響が大きいこともあり、林業省では対応組織の強化に取り組ん

できた。衛星画像を活用した早期発見システムの構築から始まる、一連の JICA の技術援助は、

表３－５　林業省林業教育研修センター　教育分野（その２）
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組織と能力強化に貢献している。

　森林火災管理部との面談では、現在の状況について以下の説明があった。

･  地方分権化で、それまでは中央政府から直接コントロールしていた現場の部隊への指揮命令

系統が切断されたが、現在ではこの不具合は解消した。

･  林業省の防火部隊は、Ministry of Coordination & Welfare の調整によって他の省庁の組織と

協調して動けるようになっている。

･  現在、Manggala Agni を森林火災だけでなく防災全般に対応できる組織に変えようとしてい

るが、Ministry of Man Power からの許可が下りない。

･  なお、火災の大半は Land Clearing（焼き払い）の火災であり、Timber Estate のなかの火災

は 20 ～ 30％、保護区内での火災は 5％である。

３－６－２　消防組織の編成－ JICA プロジェクトの成果

　昨年終了した森林火災予防計画フェーズ II のなかに、現場の消防組織であるManggala Agni

が編成された。2006年 6月にPHKAが発行した "Profil Manggala Agni" というこの消防組織を紹

介したパンフレットによると、同組織の編成状況は表３－６のとおりである。

　2007 年 1 月に開始された森林火災予防計画のフェーズ III（森林地帯周辺住民イニシアティブ

による森林火災予防計画）では、フェーズ II で策定された国立公園での火災予防ガイドライン

を、公園以外の地域にも広げるための拡大版ガイドラインの整備、Manggala Agni を核とした住

民参加による防火活動体制の構築、さらにはこうした仕組みの法制化への準備などが行われ

る。

地　域

北スマトラ　3か所

リアウ　6か所

ジャンビ　4か所

西カリマンタン　5か所

中央カリマンタン　4か所

南・西スラウェシ　2か所

南カリマンタン　2か所

南スマトラ　4か所

班　数

12

16

12

16

14

8

8

16

人　数

180

240

180

240

210

120

120

240

表３－６　Mangalla Agni の編成状況

３－７　地方分権化への対策

　法制度の項で述べたとおり、地方分権化ののち、中央政府と地方政府との間で天然資源の利

用に関する考え方に不一致が生じ、その混乱は現在までも続いている。インドネシア政府はこ

の問題をよく認識しており、中期計画でもその解決を課題としてあげ、内務省が中心になって

矛盾点の修正が行われている。林業省の5か年計画でも中央と地方の方針の一致が課題のひとつ

として掲げられている。

　地方分権化によって生じた森林に関する混乱への解決としてインドネシア科学院（LIPI）の社
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会文化研究センター（PMB）のHerman Hidayat は地方分権化に関する論文「Decentralization of

Forest Policy in Indonesia (2004)」のなかで、林業省が地域住民、財界、学会などの関係者の

Facilitator として活動し、権限の衝突についての均衡をめざすことと述べている。

　林業省のWandojo ＆Wahjudi は、CIFORの報告書（Wandojo ＆Wahjudi,2005 年）のなかで林

業に関する地方分権化への対応として７つの項目をあげているがそのなかに「持続的森林管理の

ための基準を開発し、林業セクターの組織と人的資源の能力向上を図る」という項目がある。こ

の指摘は、現在まだそうした基準が存在しないことを意味しており、課題のひとつである。

３－８　生物多様性保全　

３－８－１　担当機関　　

　インドネシア政府で生物多様性保全に直接関係している省庁は、環境省、林業省そして LIPI

の３機関である。後述するようにインドネシアには生物多様性に関する情報を利活用するための

国家生物多様性情報ネットワーク（NBIN）という仕組みが構築されつつあり、関係機関として

農業省、公共事業省などもあがっているが、環境省、林業省、LIPI に比べれば関与の仕方は部

分的である。

　環境省は、汚染対策から自然環境保全までインドネシアの環境全般に関与するが、事業実施

についての責任がない調整省であり、保護区の管理や絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際

取引に関する条約、ワシントン条約（CITES）への対応など生物多様性保全に関する実務は

PHKA が担当している。

　今回は環境省で自然環境保全を担当している部署は訪問できなかったため、その具体的活動

については追加調査が必要である。

　LIPI は、科学分野全般について研究、開発、管理などを行う機関であり、生物多様性分野に

ついてはそのなかの生物学研究センター（RCB）が担当している。RCB には動物、植物、微

生物の研究3部門が設置されている。「生物多様性保全計画」及び「同フェーズⅡ」の両プロジェ

クトで JICA が技術協力をし、更に無償資金協力で施設が建設され機材が導入されている。

　RCBの役割のひとつに標本の管理と種の分布の調査がある。基礎情報の管理と提供による生物

多様性保全への支援である。LIPIが作成するTaxonomy List は他の機関でも使われ、データベー

スのキーのひとつともなっている。

　LIPI が研究面から生物多様性保全に関与しているのに対し、現場で実際の保全活動を行うの

は林業省の PHKA である。PHKAには、生物多様性保全部があり、ここが CITES に関する管理

を行っている。

　なお、生物多様性保全にあたって1番の基礎となるのが、インドネシアの国土にどのような動

植物が生息しているかのデータである。林業省では保護区、特に国立公園については動植物の

データが集められているが、保護区以外の区域のデータを収集はされていない。また、保護区の

データであっても林業省の職員は生物学が専門ではないため種の同定にミスを犯す可能性があ

り、収集されたデータのフィルタリングは必要である。ここでは大学や LIPI の協力が不可欠で

ある。
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３－８－２　生物多様性保全の課題

（1）基礎データの未整備

　　関係機関の地道な努力により、インドネシアの動植物、微生物のデータは集積されつつあ

るが、今回の調査期間中に新任の生物多様性保全局長に面会したところ、保護区での動植

物データがきちんと整理されておらず、 完全なリストがいまだできていないとの説明が

あった。

　　PHKA には、全国の保護区事務所からの業務報告が定期的にジャカルタの本省に送られ

てくる仕組みが既に稼動しており、毎年そのデータをまとめた書類が林業省内部での利用

のために印刷されているが生物多様性保全局長の発言からは、動植物のデータについて

は、まだ十分整理されていないことが理解できた。

　　インドネシアでは 2003 年頃から NBIN という仕組みをつくり、各機関、組織に散らばる

生物多様性に関するデータを相互利用する構想が実行に移された。

　　国家開発のために情報を最大限利用すべきであるということは 1994 年から開始された第

6 次国家開発計画（Pelita VI）でも述べられていたが、生物多様性保全の世界でも情報交換

の重要性を認識し、LIPI が中心となって政府機関、大学、NGO などが構想を検討した。そ

の結果、約 20 の拠点（Node）機関が選定され、情報を所有している組織はそれに連結する

形でネットワークを構築することとなった。大半が研究機関である。

　　NBIN 本部は LIPI の RCB（ボゴール）のなかに設置された。林業省の自然保護情報セン

ター（NCIC）も拠点のひとつである。今回の訪問でもNCICには、NBIN計画の予算で購入

された無線 LAN のためのアンテナが設置されていることを確認したが、NCIC のインター

ネット設備がそもそもうまく稼動していないようであり、実運用には至っていない。

　　LIPI の NBIN 担当への聞き取りでも、NBIN に参加している機関のデータベースやイン

ターネットに関する技術レベルに差がありすぎて当初想定した運用には至っていないとの説

明を受けた。

（2）違法採取の取り締まり困難

　　貴重種はペットショップで高値がつくことから、違法な捕獲の対象となりがちである。

代表例がバリのカンムリシロムクである。この鳥は、繁殖センターが育てた個体を放鳥す

るたびに違法に捕獲されるとの説明が生物多様性保全部であった。違法捕獲の取り締まりは

継続して行われているが、その効果は十分ではないとのことである。

３－８－３　他機関の生物多様性保全への取り組み

（1）大　学

　　インドネシアで生物多様性保全や自然環境保全分野で顕著な活動を行っているとされるの

は次の大学である。

・ボゴール農科大学（ボゴール）

・インドネシア大学（デポック）

・National University of Indonesia（南ジャカルタ）

・ガジャマダ大学（ジョグジャカルタ）

　　林業省の幹部職員にはボゴール農科大学とガジャマダ大学の出身者が圧倒的に多い。調査
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期間中には、上記のうちインドネシア大学とボゴール農科大学を訪問することができた。

　　インドネシア大学数学自然科学部生物学科では、LIPI とも協力しながら微生物のデータ

を整備しており、日本の独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）と協定（MOU）を締

結し、生物遺伝資源部門にインドネシアの微生物の培養物（Culture）を提供している。イン

ドネシア大学は、Cultureが利用者に貸し出されるとロイヤリティ収入を得る仕組みである。

　　微生物の採取、分離などの専門的作業は、インドネシア大学、ボゴール農科大学、LIPI 及

びインドネシア技術評価応用庁（BPPT）が協力して実施している。この分野の研究には、

日本が LIPI に供与した DNN Sequencer が大きく貢献している。

　　ボゴール農科大学は林学部の森林資源保護・エコツーリズム学科を訪問した。この学部

は国立公園管理について多くの研究を行っており、生物多様性保全計画フェーズ II の実施

にあたってもインドネシア側の Coordinating Committee メンバーとして参加して経験があ

る。JICA のプロジェクトでも学生が働いていることがあるが、大学側としては学生個人で

はなく大学として正式に JICA と仕事をしたいとの要望があった。

　

（2）CIFOR

　　ボゴールに本部を置く CIFOR は、熱帯林研究の国際機関であり、毎年数多くの研究を行

い、論文を発表している。

　　今回は研究プログラム全体について説明のできる人間が不在あったが、インドネシア林

業省から出向している研究者によれば CIFOR は所長が交代したばかりであること、また新

任の所長は、生物燃料と地球温暖化対策という 2 つの分野での研究に重点を置く方針であ

るとの説明を受けた。

　　CIFOR は地方分権化の林業に及ぼす影響についても研究を行っており、今後の林業省の

事業方針決定の際の科学的根拠の提供元のひとつである。

３－９　環境教育とエコツーリズム

　インドネシアで環境教育を積極的に行っているのはKLHである。さらに環境教育を行うNGO

のネットワーク Environmental Education Network of Indonesia（JPL）も存在する。

　林業省も各保護区では個々に周辺住民のための環境教育を行っており、PHKA の環境サービ

ス・エコツーリズム部のなかの 1部門が、環境教育プログラムを担当しているとの情報は得た

が、今回の調査期間中は、担当者が不在であったため、具体的な活動内容を聴取することはでき

なかった。

　エコツーリズムはPHKAのDirectorate of Environmental Service and Eco-tourismが担当しイン

ドネシアの保護区、特に国立公園の宣伝に努めている。

　今回入手した林業省の資料 Pedoman Recana Pengembangan Pariwisata Alam Nasional di Kawasan

Hutan(2003) 10 によれば、エコツーリズムには、保護、教育、経済、地域社会参加そしてレクリ

エーションという5つの原則がある。森林地域特に保護区におけるエコツーリズムはサイトの管

理計画とエコツーリズム開発計画が策定されてから行われる。

注10）英訳すると「Guideline on National Nature Tourism Development Plan in Forest Area」。
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３－ 10　他ドナーの取り組み

３－ 10 －１　全体状況

　2006 年 12 月 31 日付の林業省 KLN 作成の資料　「INFORMASI RINGKAS PROYEK BLN ON-

GOING DI SEKTOR KEHUTANAN PER 31 DESEMBER 2006」には二国間協力としては 13 件の

プロジェクトが記載されている。現在活動しているドナーは次のとおりである。

EU（2 案件）

ドイツ技術協力公社（GTZ）（1 案件）

英国国際開発庁（DFID）（2 案件）

JICA（2 案件　公園管理と郷土樹種。データが 12 月末のもののため、森林火災予防計画の

フェーズ III はまだ記載されていない）

KOICA（2 案件）

地球環境ファシリティー（GEF）/ 国際復興開発銀行：世界銀行（IBRD）/ アジア開発銀行

（ADB）（1 案件）

Australia（1 案件）

FAO 特別救済活動部門（FAO-OSRO）（1 案件）

米国国際開発庁（USAID）（1 案件）

　上記の資料のほかに「Mapping of Donor Activities related to environment in Indonesia」という表

も存在するが、これは各ドナーが自分の担当する案件の情報を自分で書き込んで他のドナーに回

すという手順で作成されており、入手したものはまだ完全なものではなかった。

３－ 10 －２　違法伐採と取引に対する取り組み

　林業省で入手した資料「PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN -DEVELOPMENT

OF FORESTRY PROGRAM」によると違法伐採・取引に関する国内外からの協力として表３－７

の実績が載せられている。資料に発行年の記載がないが、表３－７には 2006 年から実施してい

る EU のプログラムも含まれているので、この情報は比較的新しいものと思われる。

No.

1

2

3

プログラム名

大統領Decree

No.4/2005

FLEGT

違法伐採対応セン

ター（ILRC）

関係者

18機関

・EUインドネシアプ

ログラム

・インドネシア政府

・EUインドネシアプ

ログラム

・インドネシア政府

協力内容

インドネシア全土の国有林での違法

伐採と違法取引との削減

違法貿易と持続的でなお森林施業の

削減

インドネシアの国有林、特に国立公

園とその他の保護区における違法伐

採削減についてインドネシア政府の

能力を向上させること

表３－７　違法伐採・取引に関する国内外からの協力
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No.

4

5

6

7

8

プログラム名

Multi Stakeholder

Forestry Programme

EIA/Telapak

インドネシアにおけ

る違法伐採対応に関

するNGO の能力構

築

Facilitation of the

Asia FLEG Process

Regional Task forc

(Governments)

Asia Forestry

Partnership

Development and

Implementation of

Guidelines to

control illegal

logging for SFM in

Indonesia

関係者

DFID

MFP/DFID

世界銀行

国際熱帯木材機関

（ITTO）

ITTO

協力内容

方針の改良への誘導

社会の注意喚起

2001年バリ宣言の実現の促進

森林復旧、森林火災、違法伐採

違法伐採を制限するための組織的能

力を高め、具体的なガイドラインを

開発することを通して、インドネシ

アの持続的森林管理（SFM）能力を

強化する

　なお、違法伐採という言葉の定義にもよるがインドネシアの森林が枯渇しつつある原因は合

法的な伐採、つまり合法的な手続きだが実際は森林資源の持続的利用限度を超えた速度での伐

採という問題も潜在的にあると思われる。その理由は、1つには地方政府の知識不足、行政能力

不足という問題の存在であり、もう1つは持続的利用の根拠となる平均成長量に対する疑問が研

究者の間から出ていることである。

３－ 10 －３　USAID、GTZ、EU の活動

　今回の調査期間中には、USAID事務所、GTZのプロジェクト事務所、そしてEUのプロジェク

ト事務所を訪問して情報を収集した。面談で聴取した内容をパンフレットやWEBサイトで得た

情報で補完・整理してまとめると次のとおりである。

〈USAID〉

･  インドネシアにおける USAID の活動はバンコクの地域事務所が管轄している。

･  自然環保全分野のプロジェクトは水・環境チームの下のBasic Human Services担当が監理し

ている。担当者数は数年前に比べて 4 分の 1 に減少。

･  現在、環境サービスプログラム（Environmental Services Program：ESP）を実施中。2004 ～

2009年の5か年のプロジェクトで目的は水資源の持続的な管理である。また、これからオラ

ウータン保護のプロジェクトも開始する。期間は 3 年。

･  プロジェクト資金は、Child Survival Fund や Biodiversity Fund など様々な資金源からかき集
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めてきている。

･  プロジェクト実施体制については、これまではCIやWWFなどの主要NGOの活動に協賛す

る形で資金を提供してきたが、NGO とは Cooperative Agreement を締結して NGO が実施し

なければならない業務の範囲と内容を明確にした。ESPについてはプロジェクトを監理する

ために米国のコンサルタントを起用した。

〈GTZ〉

･  GTZ では次の 2 件のプロジェクトについての情報を得た。

>　Kayan Mentaran National Park Management Project（KMNP-MP）

>　Strengthening the Management Capacities Project in the Ministry of Forestry（SMCP）

･  KMNP-MPは、協働管理手法を用いて公園の生物多様性と自然資源を効率的に保護すること

であり、そのための管理計画が策定された。

･  プロジェクトの実施はWWFインドネシアが一括して担当した。

･  SMCP は進行中のプロジェクトであり現在第４フェーズである。このプロジェクトの目的

は、林業省が州と郡レベルで森林資源の持続的な管理をするためのフレームワークの改良で

あり、そのための道具が National Forest Program（NFP）である。実際の活動内容は次のと

おりである。

>　インドネシアの NFP プロセスのために、対話の概念と道具を開発する

>　NFP プロセスに参加している関係者の能力開発を行う。具体的には、

・セクターをまたいだ林業計画

・森林管理における参加型メカニズム

・プロジェクト管理と影響モニタリング

・係争の管理

・NFP の実施のための訓練モデュールの開発

・SFMの資金獲得方法の開発（例：Payment for environmental services）

>　複数の関係者間の会話と一般社会とのすり合わせプロセスの促進支援

>　国と地方の法令の調整の支援

>　東カリマンタンにおける地方分権的森林管理とガバナンスの支援

〈EU　FLEGT Support Project〉

･  EU は現在、林業省において FLEGT プロジェクトを実施中である。目的は違法伐採の削減

である。そのために違法伐採を引き起こす要因となっている事柄に焦点をあてる。プロジェ

クト期間は 2006 年から 5 年間。

･  プロジェクトは 5 つのコンポーネントから成り立っている。

>　Improved forest law and its enforcement

>　Forest sector governance improved through enhanced accountability and transparency

>　Illegal trade in forest products reduced, and legal trade promoted

>　Current silvicultural systems are assessed from existing information and appropriate systems

adopted by stakeholders

>　Co-ordination of FLEGT activities and liaison among donors, other international organizations
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(e.g. ASEAN) and GoI in place

･  違法伐採問題への対応のひとつとして法律の分析をしている。例えば2005年のPP第４号は

有効でないと考えており、スマトラのジャンビを舞台に法令内容の評価を行う予定であ

る。

･  また、伐採権と伐採権の対象となった林区についてのデータが古いため、更新を勧告してい

るとのこと。

･  ジャカルタの林業省内部の事務所のほかにジャンビと西カリマンタンに事務所を置く。

･  チームはフィンランドのSAFCO社、デンマークのCOWI 社、インドネシアのWWFインド

ネシアそしてNational Resource Law Institute という NGO で構成。外国人は 8 人、インドネ

シア人 20 人。法律顧問もメンバーに入っている。

　上記案件の対象地区をまとめると表３－８のとおりである。

ドナー

USAID

USAID

GTZ

GTZ

EU

プロジェクト名

Environmental Services

Program

Protecting the endangered

Orangutan

Kayan Mentaran

National Park

Management Project

SMCP

EC-Indonesia FLEGT

Support Project

主要分野

水資源管理

貴重種保護

管理計画策定

管理計画策定

違法伐採抑止

・法整備

・体制整備

対象地区名

全国を対象

＊東カリマンタン

＊中央カリマンタン（Tanjung Putting

National Park）

＊西スマトラ（Batang Toru）

＊東カリマンタン（Kayan Mentaran Na-

tional Park）

＊東カリマンタン

1）西カリマンタン（Betung Kerihun and

Danau Sentarum National Park）

2）スマトラ、ジャンビ州（Bukit Dua

Belas and Berbak National Parks, Batang

Hari, Tanjung Jabung Timur, Murao

Jambi, Sorolangun and Tebo Districts）

表３－８　主要ドナーの活動（１）

　また、上記のほかにMapping of Donor Activities から拾った生物多様性保全や保護区管理に関

した主要プロジェクトの対象地区名は表３－９のとおりである。
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表３－９　主要ドナーの活動（２）

ドナー

国連開発計画

（UNDP）/

GEF

世界銀行 /

GEF

世界銀行 /

カナダ国際

開発（CIDA）

世界銀行 /

GEF

NL

世界銀行 /

NL/EC

CIDA

EC

EU

DFID

UNDP/GEF

/OP3etc.

IFC

（Intern

ational

Finance

Corporat

ion）

プロジェクト名

SECURE

Medium sized biodiversity

protection

Community driven

conservation

Conservation of Kakenauwe and

Lambusango, Buton

Peat Swamp Kalimantan

Forest Governance Initiative

Climate change, forest and peat

lands in Indonesia

South Sumatra Forest Fire

Management Project

Communal management of tropical

forests and reforestation of

degraded grassland as an

integrated strategy for rural

development

Multi stakeholder forestry

programme

Small grant program for natural

resources management

Komodo Island Tourism Project

主要分野

バッファゾーン管理

生物多様性保全

住民参加型保全

公園管理

Peat Swamp

生態系保全

体制整備

Peat Swamp林保護、

復旧

森林火災対策

住民参加型保全

森林管理

資源管理

公園管理

対象地区名

指定なし

指定なし

スラウェシ

Buton島（Kakenauwe

and Lambusango）

カリマンタン

指定なし

ジャンビ、南スマトラ、中

央カリマンタン

南スマトラ

西カリマンタン

指定なし

東及び西ジャワ

東ヌサテンガラ（Komodo

Island Park）

注：Mapping Donor Activities リストは完璧ではないので、上記情報はあくまでも参考である。

　各国援助機関やドナー組織は、当然ながら他の組織の活動との重複は避けているものと想定

されるが、現在な情報交換のための定期的な会議は開催されていない。
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３－ 11　NGOの取り組み

３－ 11 －１　全般状況

　林業省の海外協力部 KLN が作成した「DIREKTORI INTERNATIONA NON GOVERNMENT

ORGANIZATION MITRA NASIONAL/LOCAL BIDAN KEHUTANAN（KLN Kehutanan October

2006）」は林業省と関連ある国際NGOのデータブックであるがこれには27の国際NGOが記載さ

れている。

　現時点で林業省と何らかの活動を行っている NGO については、2006 年 12 月 31 日付で KLN

がまとめた「INFORMASI RINGKAS PROYEK BLN ON-GOING DI SEKTOR KEHUTANAN PER

31 DECEMBER 200」6によると 19 である。なかでも米国のザ・ネイチャー・コンサーバンシー

（TNC）は12件のプロジェクトを実施しており、その案件数は他のNGOに比べて圧倒的に多い。

　NGO の協力の方法には 2 種類ある。ひとつは、NGO の活動主旨と内容に賛同して個人や組

織が NGO に資金援助を行う場合。他方は、プロジェクトを実施する組織（例：USAID）が、

NGOに担当させたい活動内容を指定して、NGOとの間に契約書を締結する場合。後者は一般

のコンサルタントの起用と同様の形式である。

　インドネシアの林業、自然保護、生物多様性保全分野で活発に活動しているNGOとしては次

の組織がある。

･WWF インドネシア

･CI

･TTNC

･LATIN

･Birdlife International

　自然環境保全分野の NGO の業務は３種類に大別される。

①　国立公園管理計画やゾーニング計画を自ら策定する

②　住民の生活向上のためのプロジェクトを自ら実施する

③　ドナーの編成するプロジェクトチームの下で住民との折衝にあたる

　これまでの実績から判断すると、WWF、CI、TNI など大規模NGOは公園管理計画の策定など

一般の開発コンサルタントに近い業務を実施しているが、開発コンサルタントに比べて NGO

にはそれぞれ活動方針があり、開発コンサルタントに期待されるようなレベルの中立性は期待

できないと思われる。

３－ 11 －２　RMI（The Indonesian Institute for Forest and Environment）、LATIN、CI

 　今回の調査期間中は、上記のなかのCIと LATINそして、グヌン・ハリムン -サラク国立公園

での活動実績が長い RMI の 3 組織を訪問し、活動状況について情報収集を行った。それぞれの

活動と主張は以下のとおりである。

〈RMI〉

･  RMIの活動方針は、地域社会の強化、地域住民の注意喚起、地域住民による森林管理計画策

定の支援である。

･  林業省は社会林業を進めているというが、RMI からみると林業省には言葉だけで具体的方

針が存在しない。
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･  グヌン・ハリムン - サラク公園には荒廃地があるが PHKA は植林できずにいた。RMI は独

自の判断により 3 年間植林活動を続けたが、公園側からは反応なく 4 年目になってやっと

樹種や参加者についての協議が始まった。

･  保護区での地域住民への対応は Ecology & Economy というアプローチが必要である。理念

だけでは住民は協力しない。

〈LATIN〉

･  Community Forestry を全国 7 か所で実施している。

･  地域住民の収入確保は森林保全のために重要である。

･  問題は森林へのアクセス権が確立されていないことである。法整備が必要である。

〈CI〉

･  CI は 3 つの方針を基に活動している。

①　科学的根拠に基づいた説得力ある活動を行う。

②　他組織との連携。

③　人の生活向上。アグロフォレストリー、木材以外の林産物開発、「Conservation コー

ヒー」の栽培など、環境と地域住民の貧困撲滅を念頭に置いた活動を行う。

･  CI が 2005 年に実施したプロジェクトは次のとおりである。

>　Biodiversity Assessment

>　Sumatran conservation assessment and management plan

>　Raja Ampat RAP (Rapid Assessment Program)

>　Batang Garis Mini-RAP　Biodiversity and Protected Area Monitoring

>　Monitoring illegal logging in Papua   Database system for tracking cases of illegal logging and

wild life trade in Papua

>　Monitoring illegal wildlife in Sumatra
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第４章　自然環境保全分野における JICAの取り組み

　日本政府は主にJICAを通じて、インドネシアの自然環境保全分野への協力を実施している。本

章ではその実績と、現在インドネシアが自然環境保全分野で抱えている課題を整理し、今後の

技術協力としてどのような内容が必要であるかを述べる。

４－１　活動状況と成果

　個別専門家所管による林業省の活動への資金援助は除き、JICAが2000年以降実施してきたプ

ロジェクトは表４－１のとおりである。

　林業省の自然環境保全に直接関係する事業分野と事業実施に必要な技術分野に対し、上記案

件がおおむねどの程度対応したかについてまとめたものが表４－２である。

表４－１　林業省に係る JICA 案件（開始年月順）

案件名

生物多様性保全計

画 II

炭素固定森林経

営現地実証調査

森林火災予防計画

II

マングローブ情報

センター計画

林木育種計画

フェーズ II

C/P

PHKA

RCB

FORDA

PHKA

RLPS

バイオテクノロ

ジー

林木育種センター

技術移転分野

・公園計画策定

・貴重種保護

・エコツーリズム計画

・情報処理・データベース構築

・生物研究

・炭素固定推定方法開発

・木炭施用植林の新技術開発

・効果的木炭生産技術開発

・炭素固定植林の費用とコストの推定

・データと情報の活用促進

・早期警戒・発見

・初期消火

・火災予防意識

・総合的樹木帯及び斜面農地技術

・総合的森林火災予防管理モデル開発

・マングローブ生態系管理の研修プロ

グラム策定

・普及戦略策定

・データベース構築

・環境教育

・エコツーリズム

・早生樹種の次世代化育種技術の提供

・種子源造成用の種子とその情報管理提

供システムの供給

・基礎情報と技術の提供

対象地区

国立公園

国立公園

国立公園外

実施期間

1998/07～

2003/06

2001/01～

2006/01

2001/04～

2006/04

2001/05～

2006/06

2002/12～

2004/12
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表４－２　林業省の事業分野と JICA 案件の対応結果

事業分野

森林火災

生物多様性保全

林木生産

必要技術

防火　ガイドライン作成

消防組織編制

住民参加

植林技術

火災監視

保護区管理計画策定

保護区管理

貴重種保護

データベース構築

GIS利活用

研　究

環境教育

エコツーリズム計画

住民参加

取り締まり

林木育種

植　林

住民参加

伐　採

輸送・流通

JICA案件の対応結果

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備　考

防火帯植林

案件名

グヌン・ハリムン-

サラク国立公園管

理計画

郷土樹種造林技術

普及計画

森林地帯周辺住民

イニシアティブに

よる森林火災予防

計画

地方マングローブ

保全現場プロセス

支援

C/P

PHKA

FORDA

PHKA

RLPS

技術移転分野

・公園管理

・環境教育

・住民参加型支援

・モデル苗畑の設置・支援

・林業セクターへの研修

・郷土樹種挿し木増殖の開発

・森林火災予防ガイドラインを法的ス

テータスが付与された形で整備国立

公園外

・現場支援を行うために必要なプロセス

をマングローブ情報センターのなか

に構築する

対象地区

国立公園

国立公園外

国立公園外

実施期間

2004/01～

2009/01

2004/02～

2007/02

2006/12～

2009/11

2007/01～

2009/12
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事業分野

林木生産

荒廃地復旧

違法伐採取り締まり

必要技術

加　工

認証制度

植　林

林木育種

住民参加

法制度整備

取り締まり

認証制度

住民参加

JICA案件の対応結果

△

○

備　考

マングローブが主

マングローブが主

　この表からは、JICA 案件では違法伐採を直接的に扱うプロジェクトを実施していないこと、

林木生産と荒廃地復旧の分野でも協力の度合いは低かったことが分かる。表中には記載していな

いが、社会林業に関する活動については、個別専門家所管の現地業務協力を用いた資金援助が

行われている。

４－２　評　価

　WEBサイトでは上記プロジェクトのうちのいくつかについては中間評価あるいは終了時評価の

内容が公表されている。それを見る限り、多少の課題はあったものの、既に終了したプロジェク

トはいずれもその目標を達成していると判断できる。

　一方、JICA インドネシア事務所が発注しインドネシアのコンサルタント PT.Pr imake lo l a

Agribisnis Agroindustri が実施した JICA プロジェクトの方向性検討結果「Identification of Stra-

tegic Approach to Redesign the Programme on Forestry」ではいわゆる技術協力プロジェクトでは

なく、開発調査案件を対象に分析しているが、協力期間終了後、インドネシア側による自立的運

営に困難が伴う事例が指摘されている。

　また、同報告書は JICAプロジェクトの弱点として次の 5項目をあげている。

･  財源確保に関する細かい規則が多すぎる。

･  人材開発がテクニシャンレベルに限られ、科学、技術開発には向けられていない。

･  プロジェクトデザインが細かすぎて現場のダイナミックな変化に対応する柔軟性がない。

･  プロジェクト終了後のメンテナンスや機器の運用についてのサポートが少ない。

･  組織全体としての能力開発について十分な注意が払われていない。

　この分析で指摘されている問題点は、技術協力プロジェクトではおおむね対応できていると

いえる。
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４－３　自然環境保全分野での課題

　「課題」という言葉は 2つの意味を有する。

①　重点対応分野

　自然環境保全に「直接結びつく活動」のうち、現在特に重要なもの。この活動にも、自然環境

保全に大きな便益をもたらすものと、自然環境保全への負の影響を取り除くものの 2 種類があ

る。生物多様性調査などはどちらかといえば前者であり、一方、違法伐採抑止は後者である。

②　基礎的条件

　上記活動を行うにあたっての重要な前提条件あるいは要因で、現在問題があるもの。担当職員

の技術力の不足や、法令の混乱などがこれに相当する。

　本項では、第1章と２章で記述した内容から、インドネシアの自然環境保全分野で「重点対応

分野」と「基礎的条件」という 2つの観点から、今後取り組むべきことを整理する。

４－３－１　インドネシア政府の方針からみえる課題

　第 3 章の基本方針で述べたように、インドネシア政府が自然環境保全分野に関して重要と考

えている方針は次の 5 項目である。「持続的資源利用」を除いては事業を適切に実施するための

「基礎的条件」の整備である。

･  持続的資源利用

･  官側内部での意識と理解の統一と連携強化（法令の矛盾の解決を含む）

･  資源管理への地域住民の参加促進

･  管理能力強化

･  情報の利活用

４－３－２　林業省の方針からみえる課題

（1）林業省 5 か年計画　

　　林業省の5か年計画については第3章で既に整理した。方針の大項目だけ再掲すると次の

とおりである。

･  違法伐採と違法貿易の撲滅

･  林業特に林産業の復興

･  森林資源の復興と保護

･  地域住民の生活の向上

･  林業区域の確定

･  上記 5 方針の実行を支援する活動

　　上記 6 項目は方針であると同時に、自然環境保全のために「重点対応分野」である。な

お、これら 5 か年計画の方針を小項目も含めて眺めると、「違法伐採と違法貿易の撲滅」は

「森林資源の復興と保護」に、「林業区域の確定」は「上記 5方針の実行を支援する活動」の

なかに含めるべき項目であるが、本来小項目であるべき事項が大項目としてあげられてい

るのは、この 2 つの活動が林業省にとってとりわけ重要であるからと理解する。

　　なお、「林業区域の確定」は注目すべき事項である。

　　現在、インドネシアの森林地域の境界についての認識は 1つではない。FLUCという、中

央政府の見地からの境界と、PSPという州政府の土地利用計画を基準にした境界とがあり、
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双方の調停により最終的な境界が決定されることになっているが、北スマトラ、リアウ、

中央カリマンタンについては、既存資料によればまだ明確な調停ができてないようであ

る。

　　土地区域は土地や資源管理の基本情報であり、違法行為の取り締まりにおいても、地域住

民との対話においても区域が明確でなければ、適切な管理計画の策定は難しい。また

Inventory が明確でなければ、伐採許容量の算定も難しい。このため、「林業区域の確定」は

確かに優先課題といえよう。

（2）林業省の問題提起

　　計画の方針や活動内容を裏返せば現在林業省が抱えている課題がみえるが、林業省の

2005 ～ 2009 年の RENSTRA-KL には現在林業省が直面している問題が記載されている。

1）　各種森林機能の管理が十分ではない

A．森林地域は理想的ではない

　  その原因は：

（a）地域管理プロセスの連携が取れていない

（b）森林管理ユニットが完全に設立されていない

（c）森林利用が地域住民の意向と噛み合っていない

B．森林資源が以下理由により減っている

　  その原因は：

（a）森林利用が依然として木材製品に頼っている

（b）森林資源管理のモニタリングが不十分

（c）違法行為の法的取締りが有効でない

（d）森林と土地の復旧速度が破壊速度より遅い

2）　不平等な役割と分配

A．非効率的な森林産業

　  その理由は：

（a）競争力のある森林産業の開発に政府の明確な方針も支援もない

（b）森林産業の利益の不公平な分配

B．森林資源に関する地方コミュニティの経済活動が不十分である

（a）住民の森林利用に関する政府の法令が不十分

（b）中小規模の林産加工産業が発達していない

（c）森林の SMEへの資金提供の仕組みがない

　　ここでリストアップされている課題の多くが、「不透明で非効率な行政」と「地域の実情

を無視した行政」に関連し、また「木材産業の質的転換が不十分」であることに繋がって

いる。これらは主として「基礎的条件」である。5か年計画の方針の大項目は上記の課題と

1 対 1 の明確な対応はみられないが、小項目まで入れるとおおむね対応している。

４－３－３　佐藤英章前森林プログラムアドバイザーの指摘

　林業省の佐藤英章前森林プログラムアドバイザーは専門家業務完了報告書の中で、インドネ

シア林業省の問題点を 2 点あげている。いずれも「基礎的条件」に分類されるものである。
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･インベントリーの未整備

天然林経営から人工林経営へのシフトや年間許容伐採量の増加があげられるものの、その

一方、適切な人工林経営を行うための基本的条件である森林資源のインベントリー整備が

不十分であり、また年間許容伐採量を科学的に算定するということが行われていない。

･社会林業施工規則の不在

インドネシア林業省には社会林業の概念を説明した林業省令はあっても社会林業活動の申請

手続き・承認手続き等を説明した社会林業施工規則が存在しない。

４－３－４　第３章から抽出した課題

　第 3章の「インドネシア政府の取り組み」で述べた内容、すなわち今回調査した結果から抽出

された、自然環境保全分野の課題は以下のとおりである。空白となっている部分は課題がない

ということではなく、今回の調査では課題が確認されていないことを示す。

第3章主要項目

基本方針

法制度

保護区の管理体制

人材育成

荒廃地対策

森林火災対策

地方分権化への対策

生物多様性保全

環境教育・エコツーリズム

課　題

基本的な能力向上

法令の整理、地方政府との調整

職員増員、取り締まり権限強化

保護区管理専門教育内容充実

地方の技術力向上、法令の整理、持続的森林管理のための基準

開発

基礎データの整備、取り締まり強化

表４－３　本件調査で抽出した課題

　上の表の課題は次の 5 点に集約されるが、これらは「基礎的条件」に分類される。

･  能力向上（増員、地方の技術力向上、保護区管理専門教育内容充実）

･  法令整理（法令の整理、取締権限強化）

･  地方政府との調整

･  基礎データの整備

･  持続的森林管理基準開発

４－３－５　重点対応分野と基礎的条件のまとめ

　上記のインドネシア政府及び林業省の方針からみえる課題、林業省の希望、そして今回の調査

結果を総合し、現在インドネシアの自然環境保全分野のうち、林業省に関連して重要な活動分野

及び整備すべき基礎的条件を表４－４のように要約した。
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表４－４　対応が必要な分野と対応にあたっての課題

重点対応分野

違法伐採防止

林業特に林産業の復興

森林資源の復興と保護

地域住民の生活の向上

林業区域の確定

育種、植林、林産物に関

する研究開発

グリーン開発メカニズム

（CDM）11植林の推進

上記の施策実施に必要な

基本的能力開発

森林以外の地域の自然環

境保全

小項目

育種、集水域管理、森林火災防止、生

物多様性保全、保全林管理、林産物利

用

・  社会林業施行規則策定（持続的森林

管理基準開発）

・  小規模ファイナンスの仕組み整備

森林インベントリー

基礎的条件

･  法令整理

･  中央と地方政府の調

整、連携

･  基礎データの整備

･  地域住民への配慮

･  モニタリング能力向

上

４－４　JICAの基礎戦略（方向性）

４－４－１　方向性検討の検討基準

　今後の援助の方向性は、インドネシア政府、特に林業省の方針及び援助が必要な分野に合致し

ていることは当然であるが、その他の検討基準については戦略を立てる担当組織の方針によっ

て決まるものであり複数の選択肢があり得る。本調査では下記視点に立って方向性の検討を行

う。

・これまでの JICA の技術援助の成果を活用

　これまでの成果を活用するという方針と、逆にこれまで手をつけてこなかった分野を重

視するという方針の 2 つが考えられるが、ここでは成果の活用を重視した。

・他のドナーとの重複を基本的に避ける

　JICAと複数のドナーが手分けをしてある課題に集中的に取り組み、短期間に成果を出すと

いう視点もあり得る。そこで、インドネシア側のC/P組織が完全に重なりそうな分野での重

複は当然避けるが、C/P や対象地域が異なるものは内容に重複があっても可とした。

４－４－２　援助が必要とされている分野

　今回の林業省職員との面談では一部の項目を除いて、援助が必要な分野の明確な提示はな

かった。これは、調査時期が幹部の異動直後で新任幹部が新しい職務を十分理解していなかっ

注11） Clean Development Mechanismの略称。先進国が開発途上国に技術・資金等の支援を行い温室効果ガス排出量を削減する事業

を実施した結果、削減できた排出量の一定量を先進国の温室効果ガス排出量の削減分の一部に充当することができる制度。
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たことと、何よりも異動直後の混乱と幹部不在により面談の時間がほとんど取れなかったこと

による。

　ただし、林業大臣は日本政府に期待する協力分野について下記の事項をあげている（佐藤専

門家、2006 年）。

1）　CDM 植林の推進への支援

2）　違法伐採撲滅のためにも人工林からの木材利用を進める必要があり、人工林からの木材の

加工技術への支援

3）　油ヤシの幹の木材としての利用技術開発への支援

　この要請の背景は、天然林を保全するために人工造林を活性化させる必要があるという考え

方である。

　したがって、４－３項でまとめた「重点対応分野」と上記 3 項目を援助が必要な分野と仮定

し、それらを、「民間投資が適切と思われるもの」「研究開発が主と思われるもの」そして「JICA

の技術協力が有効と思われるもの」に分け、更に JICA の援助実績の有無（林業省対象のみ）を

記載した。その結果が表４－５「重点対応分野と援助対象の整理」である。

　直接的な研究開発が有効なものと、民間の投資が有効なもの以外は、基本的に JICA の技術協

力が適切と思われる分野であると解釈する。

　また、違法伐採防止、社会林業施行規則策定、森林資源インベントリー、法令整理12 の 4 分野

を除いては、開発調査を含めて、過去になんらかの形で JICA が協力してきた、あるいは現在協

力中の分野である。さらに、この 4 分野のうち、違法伐採と法令整理を除いては 2007 年度から

JICAの技術協力が開始される。JICAはこれまでにもインドネシアの天然資源の持続的管理のた

めに幅広い分野での協力をしてきたといえる。

　ここまでの整理では、インドネシア政府が特に重要な事項としている「違法伐採」と「林業区

域の確定」以外には優先度はまだつけられない。

　次に、自然環境分野における技術協力分野を２つの軸で仕分けてみる。

・  1つ目の軸は、技術移転の内容の軸である。この軸に沿って内容を、制度・法制の整備とい

う方針、概念に関する分野、管理・計画能力強化分野、そして技能の習得という分野の 3つ

に分けた。

・2つ目の軸は、技術協力の対象と内容の普遍性に関するもので、普遍的で全国的な内容か、

特定地域あるいは組織を対象にした現場に沿った内容かの 2 つに分けた。

　これらを組み合わせると表４－６のようにA～Fまで6つのグループに分けることができる。

重ねて描いた楕円は、仮想のプロジェクトがカバーする範囲である。

注12）森林のインベントリーは、過去の森林管理計画策定のための開発調査のなかでは実施されたが、目的は対象地区の森林につ

いてのみであり、全国的なインベントリーの整備をめざしたものではなかった。
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表４－５　重点対応分野と援助対象の整理

重点対応分野 特に重要と思わ

れる小項目

民間投資対

象と思われ

るもの

研究開発が

主と思われ

るもの

JICA の援助

実績（林業省

への援助）

JICA の技術

協力が有効と

思われるもの

１）持続的森林管理

■違法伐採防止

■林業特に林産業の復興

■森林資源の復興と保護

■地域住民の生活向上

■林業区域の確定

■育種、植林、林産物に関

する研究開発

■CDM植林の推進

■上記の施策実施に必要

な基本的能力開発

■法令整理

２）森林以外の地域の自

然環境保全

育　種

集水域管理

森林・土地復旧

保護区管理

森林火災防止

生物多様性保全

保全林管理

林産物利用

社会林業施行

規則策定

小規模ファイナン

スの仕組み策定

森林資源インベ

ントリー

○

○

○

○

○

○

郷土樹種造

林技術普及

で一部実施

○

○

○

○

○

○

○

マングロー

ブ林含む

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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表４－７　過去・現在の JICA案件の対応領域

案件名

生物多様性保全計画 II

炭素固定森林経営現地実

証調査

森林火災予防計画II

マングローブ情報セン

ター計画

林木育種計画フェーズ II

グヌン・ハリムン-サラク

公園管理計画

郷土樹種造林技術普及計

画

C/P

PHKA

RCB

FORDA

PHKA

RLPS

バイオテクノ

ロジー林木育

種センター

PHKA

FORDA

技術移転分野

・公園計画策定

・貴重種保護

・エコツーリズム計画

・情報処理・データベース

構築

・生物研究

・炭素固定推定方法開発

・木炭施用植林の新技術開発

・効果的木炭生産技術開発

・炭素固定植林の費用とコ

ストの推定

・データと情報の活用促進

・早期警戒・発見

・初期消火

・火災予防意識

・総合的樹木帯及び斜面農

地技術

・総合的森林火災予防管理

モデル開発

・マングローブ生態系管理

の研修プログラム策定

・普及戦略策定

・データベース構築

・環境教育

・エコツーリズム

・早生樹種の次世代化育種

技術の提供

・種子源造成用の種子とそ

の情報管理提供システム

の供給

・基礎情報と技術の提供

・公園管理

・環境教育

・住民参加型支援

・モデル苗畑の設置・支援

・林業セクターへの研修

・郷土樹種挿し木増殖の開

発

対応領域

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

F

F

F

F

E

E

E

E

E

E

E

B

B

A
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案件名

森林地帯周辺住民イニシ

アティブによる森林火災

予防計画

地方マングローブ保全現

場プロセス支援

C/P

PHKA

RLPS

技術移転分野

・森林火災予防ガイドライ

ンを法的ステータスが付

与された形で整備

・現場支援を行うために必

要なプロセスをマング

ローブ情報センターのな

かに構築する

対応領域

D

D

F

F

B

B

　また、他のドナーが実施している協力を同じ基準で整理すると次のようになる。ただし、ド

ナー案件の大半については本報告書に記載した JICA 案件に比べて情報が足りないため、下記整

理は概略のものである。

・A、B 領域の、制度・法制度整備に重心が置かれたプロジェクト

>　EU：EC-Indonesia FLEGT Support Project

>　WB/NL/EC：Forest Governance Initiative

・B、C、D 領域に重心が置かれたプロジェクト：9 件

・B、C、D 領域に重心が置かれたプロジェクトのうち、国立公園に関するもの

>　GTZ：Kayan Mentaran National Park Management Project

>　IFC：Komodo Island Tourism Project

４－４－３　方向性

　まず前項４－４－２に掲載した表４－７と他のドナーの協力内容の概略整理からは次のことが

いえよう。

・ 違法伐採対策はEUが FLEGTプロジェクトで既に取り組み始めている。この課題は中央政

府における能力強化と法制度の見直しが重要であるが、これはA領域の事業にあたりC/Pは

限られているので、他のドナーが同様なプロジェクトを行う必要はおそらくない。

・ 研究開発については林業大臣の発言から緊急性が感じられる。このため、現在林業省が日

本政府に期待する協力の内容は技術移転より研究開発の成果の提供が主であると判断する。

・「生物多様性保全計画 II」「グヌン・ハリムン -サラク公園管理計画」「森林火災予防計画 II」

そして「森林地帯周辺住民イニシアティブによる森林火災予防計画」の 4 件は、おおむね

B、C、D、E、F の領域をカバーしている。国立公園に関する案件としては他のドナーも実

施しているが、対象となる公園に重複はない。A 領域のプロジェクトでないということ

は、他の地区で同様のプロジェクトを展開するニーズはある。

・JICA 案件はいずれも大きな成果を残している。建物、装備も今後の活用が期待できる。

　以上を整理すると、インドネシアの自然環境保全のために対応が必要で、かつ JICA が今後技

術協力を行う意味がある分野は次のとおりである。

・ 森林・土地復旧

・ 保護区管理

・ 森林火災防止

・ 生物多様性保全
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・ 社会林業施行規則策定

・ 森林資源インベントリー

・ マングローブ植林普及

　いずれも現在 JICA が対応しているか、あるいは近い将来対応しようとしている分野である。

　今後、自然環境保全分野への協力を、個々の案件の集合ではなく、包括的な視点から行わなけ

ればならないとすると、前記の 6 分野は更に次のように整理できる。

・ 保護区に特定した分野

>　保護区管理

>　生物多様性保全

・ 保護区に限定できない分野

>　森林・土地復旧

>　森林火災防止

>　社会林業施工規則策定

>　森林資源インベントリー

>　マングローブ植林普及

　もし、今後予算上の制約から上記 6 分野での協力を更にコンパクトにする必要がある場合に

は、保護区に限定できない分野から森林土地復旧と森林火災防止を保護区における持続的森林

管理の一部に組み入れて次のような編成にすることが考えられる。これまで森林・土地復旧と

森林火災防止で得られた成果を保護区に限定して活用するという考え方である。

・ 保護区における持続的森林管理

>　保護区管理

>　森林・土地復旧

>　生物多様性保全

>　森林火災防止

・ マングローブ植林普及

・ 社会林業施行規則策定

・ 森林資源インベントリー

　上記の「保護区における持続的森林管理」は基本的にある特定の保護区、実際には国立公園

を舞台にして、持続的森林管理、森林保全に係る能力強化を図るものである。JICA は保護区に

関する技術協力は既に実施しており、また他のドナーも行っているが、保護区の数は多く、能力

ある職員を多数、早急に育成する必要がある。

　このため、対象地域を変えて、あるいは技術協力分野の重心を少し変えて引き続き協力を行う

べき分野であると考える。

　具体的には、国民の間の自然保護思想の醸成という、本来の国立公園の目的の1つの強化をめ

ざして、これまで以上に公園利用に焦点をあてた公園管理技術に関する技術移転が必要と思わ

れる。

　「マングローブ植林普及」も、ある特定の地域を事業地域としてパイロットプロジェクトが行

われると思うが、植林を推進するための制度法制の整備についても触れることが必要と考えら

れる。

　「社会林業施行規則策定」は、将来の森林政策アドバイザーが中心になって支援できる内容と
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思われる。なお、この規定策定は、「保護区における持続的森林管理」にとっても重要である。

　「森林資源インベントリー」は独立した事業として推進すべきものであり、対象は林業省本省

の BAPLAN が主な C/P となるはずである。

　森林政策アドバイザーが対応可能と思われる「社会林業施行規則策定」以外の3つの事業をプ

ロジェクトとして捕らえた場合、その内容はおおむね次のとおりとなる。

〈保護区における持続的森林管理〉

目　的：

持続的な森林管理について林業省の、特に PHKAの各Direktorat を連携させ、総合的対応能力

を上げる。

内　容：

過去及び現在実施中のプロジェクトの成果を活用し、管理、森林復旧、違法行為取り締まり、

森林火災予防、エコツーリズム、貴重種保護（生物多様性保全）の 7分野についての技術移転

を行う。これまでの協力との違いは次のとおりである。特に、管理計画、ゾーニング計画、エ

コツーリズム計画を短期間で作成する技術を移転する。

・ 林業省が、増える保護区と、複雑化する問題に対応できる人材を早急に育成しなければな

らない状況にあることを理解し、プロジェクトの実施を通じたOJT的な指導だけでなく、林

業省の訓練センターを活用した、カリキュラムに沿った系統的な指導プログラムも併用す

る。

・ 上記のことと関連し、技術移転の対象となる職員数は、従前のプロジェクトより増やす。

・ 保護区内部の荒廃地復旧に関する制度づくりと森林火災への対応を加える。

・ プロジェクト実施にあたっては、中央と地方政府の調整・連携、基礎データの整備、地方住

民への配慮、モニタリング能力の向上といった、現在林業省が抱える共通課題への対応を

積極的に行うものとする。

対象地域：

国立公園とする。その理由は、次のとおりである。

・ 最低限保護されなければならない地域にもかかわらず十分な保護ができていない。持続的な

森林利用を一番要求される地域である。

・ 国民の間に自然保護の思想を醸成するための場として重要である。

・ また、管理計画、ゾーニング計画、エコツーリズム計画など、策定しなければならない計画

が多く、計画策定能力の養成に適している。

・ 過去のプロジェクト成果が活用できる。

〈森林資源インベントリー〉

目　的：

全国森林インベントリーの作成と活用により、適切な森林計画作成を可能にする。

内　容：

衛星画像などを活用し、インドネシア全土の森林インベントリーを作成する技術を移転する。

対象となる C/P は林業省の BAPLAN である。



－ 48 －

対象地域：

インドネシア全土。

〈マングローブ普及植林〉

目　的：

マングローブ植林の技術を全国に展開し、海岸植生の復旧を促進する。

内　容：

バリで培ったマングローブ植林技術を全国に普及させるための仕組みづくりを行い、またパ

イロット地区を設定し、実際の植林を行う。

本件実施にあたっては、林業省の共通課題である、中央と地方政府の調整・連携と地域住民

への配慮、基礎データ整備、モニタリング能力向上にも対応するものとする。

４－５　案件形成に際しての留意点

（1）社会科学分野の技術・経験を有した人材の確保

　　林業及び自然資源が直面している問題はインドネシアに限らず複雑である。インドネシアの

場合にも慣習的な土地利用システムであるAdatと現行の法令との間に溝がある。このため、

国立公園管理計画策定であれ、植林計画であれ、土地問題の解決が前提となるケースが大半

と推察されるが、日本でこの分野の専門家が十分いるかどうか、あるいはこの分野の知識経

験が深いインドネシアの個人、組織を使いこなせる力量のある日本人専門家がいるかどうか

はチェックしておく必要がある。

（2）インドネシア人の起用

　　地域住民の生活と慣習への十分な配慮は、インドネシアでのこれからの林業行政、自然保護

行政では不可欠な事柄である。この部分は現地の状況に詳しいインドネシア人あるいはNGOを

起用すると効率よく対応できるが、そのためには C/P 以外にインドネシア人を起用するため

の予算措置が必要である。

　　また、NGOの起用にあたっては、NGOに丸投げにするのではなく、きちんと監理をするこ

とが「顔の見える援助」にするためにも必要である。

（3）情報化＝ IT 化という図式を断ち切ること

　　林業省の重点方針でも基礎情報の重要性が謳われている。事実、林業省においては地方事

務所と中央を、インターネット技術を用いて連結し情報の収集を迅速に行う計画が進んでい

る。

　　ところが、林業省ではデータをどのように活用するかの議論が十分ないままに、また実際

にどのようなデータが存在するかの検証が不十分なままにこうした情報化事業が行われてお

り、個々のプロジェクトにおいてもデータベースの構築がなされている。

　　IT 化あるいはコンピューターを用いたデータベース管理には、長期間の投資と人材育成が

必要であり、またデータベースが構築された後のデータの使い方の仕組みを十分練っておか

ないと、データの利活用が滞って投資が無駄になる。

　　JICA案件でも情報の共有、公開が目標としてあげられるケースが多いが、情報化＝ IT化と
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いう連想を一度断ち切り、まずはデータの利活用の仕組みについて十分に検討し、紙で間に

合うもの、EXCEL 程度の整理で間に合うもの、どうしても高度なデータベースを構築する必

要があるものに分ける必要がある。

（4）移転すべき技術は何かという点についての考察の必要性

　　例えば公園計画策定の技術がない、あるいはデータベース構築の技術がないから、技術移

転が必要であるという論理がある。この論理に誤りはないが、技術移転を受ける側に、現状

の問題点を分析把握し、解決方法を検討し解決手段を実行する能力、つまり C/P にはマネー

ジャークラスの職員が要求される能力がないと、移転した技術が十分に生かされない。

　　現行のプロジェクトでも専門家はまさにこうした能力をC/Pに移転すべく努力しているわけ

であるが、その方法は OJT 方式が中心であり、決められたカリキュラムに沿っての学習の機

会はほとんど設けられていないと理解する。

　　教育訓練はOJT とカリキュラムに沿った学習の両方が組み合わさると効果を発揮するはずで

あり、今後のプロジェクトでは、意識的にそうしたカリキュラム学習を含めるよう計画すべ

きと思量する。ボゴールの林業省林業教育研修センターの活用も念頭に置くべきである。

　　基礎教育科目で必修と思われるのは次の内容である。

･ 問題の発見の仕方

･ 一般的な計画策定の方法

･ 統計学。特に精度、ばらつき、標準偏差の意味

･ データの利活用の方法

･ コンピューター導入の場合の短期、長期の投資規模

･ 地図の作成方法。地形図に描かれている内容の意味

･ 全地球測位システム（GPS）の能力と限度 / 地理情報システム（GIS）の能力と限度

（5）中央と地方どちらへの技術支援か？

　　地方分権化で、地方政府の技術能力向上が求められている。しかしながら、地方政府にはも

ともと人材の幅が狭く、移転される技術が中央政府に比べて周りに拡散しにくいという問題が

ある。

　　林業省でも地方政府への権限移転は真剣に検討しているが、地方の人材不足が原因（あるい

は理由）となって有効な手が打てない状況とのことであった。

　　今後日本政府が技術移転を計画するにあたっては、こうした状況も踏まえてC/P組織を選定

する必要がある。
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